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入札説明書

令和６年１月１０日付け公告の大分県ホームページ広告掲載業務に係る入札等について

は、この入札説明書によるものとする。

１ 業務の名称及び内容等

（１）業務の名称

   大分県ホームページ広告掲載業務（以下「本件」という。）

（２）業務の内容

   大分県ホームページ広告掲載業務に関する仕様書（以下「仕様書」という。別添）の

とおり

（３）契約期間

   契約締結の日から翌年３月３１日までとする。

（４）仕様書

   別添のとおり。

（５）入札方法

   上記（１）の件を入札に付する。

   本件入札は、一般競争入札により行う。

２ 入札参加資格

（１）大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者

に必要な資格を有する業者名簿中、「５０ 広告」に登録されている者であること。

（２）大分県内に本社または支社等を有していること。

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

（４）法人にあっては、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）により更生手続き、再生手続き等をしていないこと。

（５）大分県が発注する物品等の製造の請負及び買い入れ等の契約に係る指名停止措置を現

に受けていない者であること。

（６）自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲

げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団員が役員となっている事業者

エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入

契約等を締結している者

カ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

キ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に

非難される関係を有している者

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
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（７）入札に参加を希望する者は、次項３の場所、日時で契約条項等の説明を受けるととも

に、入札参加資格の確認を受けなければならない。資格審査により資格が認められた者

のみ入札に参加できる。

３ 入札書の提出場所等

（１）契約条項等を示す場所、入札参加資格の確認の場所

大分市大手町３－１－１

大分県企画振興部広報広聴課

        連絡先 ０９７－５０６－２０９９

（２）入札説明書等の交付方法

令和７年１月１０日から令和６年１月２９日までの日（休日休暇及び勤務時間等に関

する条例（昭和２６年大分県条例第３５号。以下「休日条例」という。）の第３条及び

第５条に規定する休日及び週休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、上記（１）

において交付する。

（３）入札参加資格の確認

入札に参加を希望する者は、次により申請書等を提出し、入札参加資格の確認を受け

なければならない。

なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなけれ

ばならない。

また、入札参加資格確認結果は、入札参加資格確認通知書（別記様式第３号）で通知

する。

ア 提出書類

（ア）申請書 （別記様式第１号）

（イ）担当者届（別記様式第２号）

イ 申請書等の提出期限

令和７年１月２９日午後５時まで（書類提出受付は、休日条例第３条及び第５条に

規定する休日及び週休日を除く日の午前９時から午後５時まで）

ウ 申請書等の提出方法

郵送または持参とする。

エ 提出部数

各１部

（４）入札説明会

実施しない。

（５）入札及び開札の日時及び場所

  令和７年２月３日（月）午前１０時 大分県庁舎本館３階３１会議室

４ 入札の方法

（１）大分県が入札参加資格を確認しなかった者又は大分県が入札参加資格を確認した後、

入札参加資格を失うことになった者は、入札の参加を認めない。

（２）入札者は、入札書（別記様式第４号）により入札しなければならない。

（３）入札書は、封筒に入れ、業務の名称及び住所・商号・氏名を記載して提出すること。

（４）入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。
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（５）代理人が入札をする場合は、入札前に委任状（別記様式第５号）を提出すること。

（６）入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができな

い。

（７）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（８）提出した入札書については、書換え、引替え又は撤回を認めない。

（９）開札は、入札終了後直ちに上記３（５）に掲げる場所において、入札者本人又はその

代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者本人又はその代理

人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。

（10）開札の結果、予定価格以上の価格の入札がない場合は、再度の入札を行う。

（11）天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、

これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。

（12）入札への立ち会いの際には、確認通知書（又はその写し）を持参すること。

５ 落札者決定基準

（１）有効な入札書で、県が定める予定価格以上の最も高額の価格をもって入札した者を相

手方（広告取扱事業者）とする。

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある時は、くじによる落札者決定を行

なう。この場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これ

に代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

６ 落札結果の通知及び公表

（１）落札結果通知

落札者については、落札者決定後に口頭により通知する。

（２）落札者の公表等

落札者は、大分県ホームページ上で公開する。

７ 契約について

（１）契約先

大分県は、本業務に関する落札者と契約の締結を行う。

ただし、落札者が施行令第１６７条の４の規定のいずれかに該当することとなった場

合、契約の締結を行わないことがある。

（２）契約書作成の要否

要

（３）契約書（案）

契約書（案）は、別添のとおりとする。

（４）契約書等の作成

落札者は、落札の通知を受けた日から７日以内に契約必要書類を提出しなければなら

ない。ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。期間内
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に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。

８ その他

（１）入札保証金

見積金額（消費税相当を含む。）の１００分の５以上の入札保証金を納付すること。

ただし、次の場合は、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。

ア 入札者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

イ 令第１６７条の５の規定により知事が定める資格を有する者による競争入札に付す

る場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められると

き。

（２）契約保証金

契約金額（消費税相当を含む。）の１００分の１０以上の契約保証金を落札の通知を

受けた日から７日以内に納付すること。

ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部の納付が免除される。

ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ 過去２年間に国（公団を含む。以下同じ。）又は都道府県と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行している

とき。

（３）入札の無効

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。

ア この公告に示した入札参加資格のない者のした入札

イ 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認め

られる者のした入札

ウ 入札者が本件の入札について、二以上の入札書を提出した者のした入札

エ 本件の入札について、二以上の入札者の代理人となった者のした入札

オ 入札金額の記載のない入札

カ 入札金額の訂正に訂正印のない入札

キ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札

ク 入札に際し、不正の行為を行った者による入札

ケ 提出書類に虚偽の記載を行った者のした入札

コ その他、入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札

（４）入札の辞退

大分県が発行する入札参加資格確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退

する場合は、「入札辞退届」（別記様式第６号）を上記３（１）に提出すること。

（５）目的外使用の禁止

この入札説明書の交付を受けた者は、大分県から提供を受けた入札関連の文書を、第

三者に漏らしたり、本件入札及び契約等以外の目的に供してはならない。

（６）関連法令等

本件入札の執行については、地方自治法、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令並びに規則など関係法令の定めによる。


